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民
生
委
員
・
児
童
委
員

人
権
擁
護
委
員
の
日
ほ
か

 

人
権
擁
護
委
員
は
、
女
性
・

子
ど
も
・
高
齢
者
な
ど
を
め
ぐ

る
人
権
問
題
や
近
隣
と
の
ト
ラ

ブ
ル
な
ど
、
身
近
な
こ
と
で

困
っ
て
い
る
こ
と
の
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
講
演
会

や
座
談
会
な
ど
を
通
じ
て
、
人

権
の
大
切
さ
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
て
も
ら
う
た
め
の
活
動

に
も
努
め
て
い
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
へ
の
相
談
は

無
料
で
、
難
し
い
手
続
き
は
あ

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

は
、
昭
和
52
年
（
１
９
７
７
年
）

に
当
時
の
全
国
民
生
委
員
児
童

委
員
協
議
会
（
現
在
は
全
国
民

生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
）
が

定
め
た
も
の
で
、
大
正
６
年

（
１
９
１
７
年
）
５
月
12
日
に

民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
の

前
身
の
岡
山
県
済
世
顧
問
制
度

設
置
規
定
が
公
布
さ
れ
た
こ
と

に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

　

民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法

に
よ
り
住
民
の
中
か
ら
選
ば

れ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
委
嘱
（
民

生
委
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と

を
依
頼
）
し
ま
す
。
ま
た
、
児

童
委
員
は
、
児
童
福
祉
法
に

よ
っ
て
民
生
委
員
が
兼
ね
て
お

り
、
児
童
福
祉
問
題
を
専
門
に

担
当
す
る
主
任
児
童
委
員
も
い

ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

常
に
住
民
の
立
場
に
た
っ
て
、

安
心
で
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社

会
を
つ
く
る
た
め
に
活
動
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
担
当
す
る
地

域
の
な
か
で
、
生
活
上
の
心
配

ご
と
の
相
談
や
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
た
め
の
お
手
伝

い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
近
年
で

は
、
児
童
虐
待
の
防
止
や
不
登

校
・
ひ
き
こ
も
り
と
い
っ
た
課

題
に
も
積
極
的
に
対
応
し
て
い

ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課　
　
　
　

☎
83
‐
２
７
７
７

　

町
内
に
在
住
さ
れ
て
い
る
心

身
障
害
者
が
、
地
域
に
お
い
て

自
立
し
た
日
常
生
活
ま
た
は
社

会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
創
作
的
活
動
ま
た
は
生

産
活
動
の
機
会
の
提
供
を
行
う

機
関
で
あ
る
「
障
害
者
地
域
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー　

か
も
ん

み
ー
る
」
の
活
動
拠
点
と
な
る

建
物
を
鳩
ノ
巣
駅
前
に
建
設
し

移
転
し
ま
し
た
。

所
在
地　

棚
澤
３
７
８
番
地
４

　
　
　
　
　
☎
85
‐
８
２
７
７

り
ま
せ
ん
。

　

相
談
内
容
に
つ
い
て
の
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

定
例
相
談
日
は
、
毎
月
第
２

木
曜
日
午
後
１
時
か
ら
４
時
、

会
場
は
福
祉
会
館
２
階
会
議
室

で
す
。

◎
町
の
人
権
擁
護
委
員

　
　
原
島
　
貞
夫
　（
丹
三
郎
）

　
　
師
岡
さ
と
子
　（
小
丹
波
）

障
害
者
地
域
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
が

移
転
し
ま
し
た

６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護
委
員
」
の
日

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
み
な
さ
ん
の
相
談
役

　

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

受験生チャレンジ支援貸付事業

　東京都では、一定所得以下の世帯の子供を

対象に「受験生チャレンジ支援貸付事業」を

実施しています。

　高等学校や大学など各種学校への受験料

や、学習塾の授業料を無利子にて貸付をし、

対象となる世帯の子供の教育機会の確保をす

る事業です。

　また、入学した場合には返済が免除されま

す。(償還免除 )

　申し込みには、対象要件などがありますの

で、事業の詳細な内容についてはお問い合わ

せください。

　※申し込み、問い合わせは、

　　　　社会福祉協議会　☎８３－３８５５

〔日時〕６月８日（月）

　　　　午前 11 時～・40 分間

〔会場〕子ども家庭支援センター

　　　　（きこりん）

〔内容〕相談員による読み聞かせ・

　　　 ゆび遊びなど

【絵本といっしょ】


